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【１】 NACCSセンターのトップページへアクセス：http://www.naccs.jp/
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【２】 NACCSセンターのトップページの「NACCS掲示板」をクリック
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【３】 NACCS掲示板の「申込手続（NSS)」をクリック
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【４】 「NACCS掲示板」→「申込手続（NSS)」にて、「新規申込」をクリック
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【５】 利用申込手続きの手順を確認して、「システム利用規程に同意する」をクリック
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【６】 仮ログイン登録の画面で必要事項を入力

仮ログイン登録画面にて、
申込担当者に関する項目を入力

※次の項目は必須項目です※
• 企業名（法人の場合は、株式会社/
有限会社等の法人各も含めて記載）

• 担当者名
• 電話番号（ - を入力せず数字のみ）
• E-mail（仮ログインIDとパスワードの
通知先として登録ください）

入力後、画面右下にある「申込内容確認
へ進む」ボタンを押してください。
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【７】 仮ログイン登録の申込内容を確認して、「申込内容を登録する」ボタンを押す
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【８】 仮ログイン登録の申込内容を登録する

Webページからのメッセージで、
「OK」ボタンを押してください。
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【９】 仮ログイン登録完了画面になり、E-mailアドレスにその旨が通知されます

メールが配信されない場合、
こちらのお問い合わせ先へ
照会ください。
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【１０】 NACCSサポートシステムから自動配信された「仮ログインID/仮パスワード」を確認

本登録の手続きは、「仮ログインID及び
仮パスワード」の発行から、48時間以内に
実施してください。

メール本文に記載されたNACCSサポート
システムURLをクリックして本登録へ
<https://nss.nac6.naccs.jp/login
/nsscoapp/>

https://nss.nac6.naccs.jp/login/nsscoapp/
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【１１】 仮ログインIDとPWの通知メールを確認したら、仮ログイン登録完了画面を閉じる
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【１２】 NACCSセンターのトップページに戻り、「NACCSサポートシステム」をクリック
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【１３】 仮登録完了メールで通知されたログインIDとパスワードを入力し（コピペで貼付）、
「ログイン」ボタンをクリック ※仮登録完了から48時間以内に実施してください。
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【１４】 新規利用申込ガイダンスを確認して、右下の「次へ進む」ボタンをクリック

Step1:事業所情報の入力
【15】申込担当者の入力（仮登録の内容を確認、申込理由を入力）
【16】事業所・企業名の入力（利用開始日、事業所、契約者、本社、
管理責任者、緊急連絡先に関する項目を入力）

Step2:利用者コードの入力
【17～19】利用者コードの入力（システム区分、業種、処理方式、識別
番号数に関する項目を入力）

Step3:システム設定の入力
【20】論理端末数の入力（使用するPC台数の登録）
【21】料金プランの入力（無料です）
【22】請求先の入力（利用料金は請求されません）
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【１５】 申込担当者の入力：申込担当者に関する項目に記載された内容を確認し、
利用契約に関する項目に、「申込理由」を記入して、「次へ進む」ボタンをクリック

上段の「申込担当者に関する
項目」は、仮登録時の「申込
担当者に関する項目」に入力
した内容と同じ内容が転記さ
れているので、間違いないかを
確認してください。

※担当者が、仮登録時点と異
なる場合は、こちらで担当者を
変更することも可能です。 下段の「利用契約に関する項目」の

「申込理由」を簡潔にご記入ください。

(例１) 経済産業省に、輸出許可申請や
輸出承認申請等を行うため。

(例２) 経済産業省あてに水産物の輸入
割当及び輸入承認の代理申請を行うため。
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【１６】 事業所・企業の入力 （１）利用開始希望日に関する項目で、年月日を選択

先ず、「利用開始日に関する項目」の
「利用開始希望日」欄に、カーソルを
置くと、先3か月のカレンダーが表示
されるので、希望日を選択ください。

※NACCSの利用開始日は、次のURLからご確認
ください。
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/
web/tetsuduki/schedule.html

例）12月7日(金)までに、利用契約申込みすると
12月25日(火)がシステム利用開始日になります。
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https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/tetsuduki/schedule.html
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【１６】 事業所・企業の入力 （２）事業所に関する項目を入力

次項の「事業所に関する項目」は、仮登録時の
「企業名」に入力した内容と同じ内容が転記され
ているので、間違いないかを確認してください。

※次の項目は記入の必要な項目です※
• 事業所名（例：本社、東京営業所）
• 郵便番号（7桁を入力して「反映」ボタン）
• 住所
• 電話番号（ファックス番号は任意）
• 管轄税関

入力後、下に続く次項の「契約者に関する項目」に
進んでください。
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【１６】 事業所・企業の入力 （３）契約者、（４）本社に関する項目を入力

「契約者に関する項目」は、契約権限のある方
（代表取締役社長等）を記載ください。

次項の「本社に関する項目」は、「所在地」欄で
「事業所に同じ」にチェックを入れると、以降の欄の
直接入力は不要です。
※事業所と本社が異なる場合は、「その他」に
チェックを入れて直接入力ください。

入力後、下に続く次項の「契約者に関する項目」
に進んでください。
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【１６】 事業所・企業の入力 （５）管理責任者に関する項目を入力し、記入内容を
確認して、画面末尾 右下の「net NACCSを利用する」ボタンをクリック

「管理責任者に関する項目」は、「担当者」欄で
「申込担当者に同じ」にチェックを入れると、以降
の欄の直接入力は不要です。（右例）
「事業所に同じ」にチェックを入れると、「E-mailア
ドレス」欄のみ直接入力ください。（左例）
※いずれもグレーの部分は入力不要です。

末項の「緊急連絡用FAX番号」は、「管理責任
者に同じ」又は「「事業所に同じ」を選択ください。

最後に、「上記を確認しました」にチェックをいれて、
「net NACCSを利用する」ボタンをクリックください。
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【１７】 利用者コードの入力：「新規に利用者コードを追加する」をクリック
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【１８】 利用者コードの入力画面にて、「システム区分」、「業種」、「識別番号数」を記入

「システム区分」は、貿易管理サブシステムを利用する場合は、
「海上・航空共用」欄にチェックを入れてください。

「業種」は、「輸出入者（貿易管理サブシステム利用）」欄に
チェックを入れてください。

「識別番号数」は、取得する識別番号F0A等の数字を直接
入力ください。
(例1) 代表取締役社長名での申請で、識別番号がF0Aの
みの場合は、「１」と半角数字で入力。
(例2) 代表取締役社長から委任された事業部長3名での各
事業部からの申請であれば、識別番号がF0A(代表取締役
社長)とF0B～D(各事業部長）のため、「４」と半角入力。

「処理方式」は、「net NACCS」を選択ください。

右下の「設定する」ボタンを押すと、次項の「設定した利用者
コード情報」に入力データが反映されます。

入力データに間違いな
ければ、右下の「この内
容で設定する」ボタンを
クリック
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【１９】 利用者コードの入力：申込情報が正しく登録されているか確認し、「次へ進む」
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【２０】 論理端末・証明書の入力：使用する「パソコン台数」を登録して「次へ進む」

「論理端末数」は、利用するパソコンの台数です。
※一つのIDで、複数のパソコンに対してシステムの
インストールが可能です。 「使用するパソコン台数
（システム使用する担当者数）＝論理端末数」と
お考えください。

(例1) 担当者が5名いるので、各人のPCにシステム
をインストールしたい場合は、「５」と半角数字入力。

(例2) 担当者は10数名いるが、社内セキュリティの
関係で、スタンドアロンPC一台のみにシステムをインス
トールしたい場合は、「１」と半角数字入力。

※「利用端末数(PC台数)」に応じた「デジタル証明
書」が発行されます。証明書の有効期限は1年です
が、再発行や追加取得(PC増設)も自在です。



24

【２１】 料金プランの入力：「従量のみ」を選択して「次へ進む」

「料金プランに関する項目」では、適用
料金プランを選択する必要がありますが、
NACCS貿易管理サブシステムの利用
料金は経済産業省で負担しております
ので、ご利用者への課金はありません。
【無料】でお使いいただけます。

※「従量のみ」を選択してください。課金
されることはありません。
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【２２】 請求先の入力画面は、入力不要。 右下の「申込内容確認へ進む」をクリック。

「請求先 入力」 画面は、入力不要です。
NACCS貿易管理サブシステムは課金されませんので、
請求先も記載不要です。

※画面右下の「申込内容確認へ進む」ボタンをクリック
するのみ。
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【２３】 「申込内容 確認」の画面にて、入力した内容をご確認ください。

「申込内容 確認」 画面は、これまで入力してきた内容を再確認する
画面です。入力した順番で、各項目が表示されますので、誤りがないか、
確認してください。

申込担当者情報（申込担当者、申込理由）
事業所情報（利用開始日、事業所、本社、管理責任者に関する
項目）

利用者コード情報
論理端末・証明書情報
請求先情報

※誤記があった場合、該当項目の右上に「入力に戻る」ボタンがある
ので、クリックして、当該項目を修正ください。
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【２４】 「申込内容 確認」して、最後に「申込内容を登録する」をクリック ★完了です！

「申込内容 確認」 画面は、これまで入力してきた内容を再確認する
画面です。入力した順番で、各項目が表示されますので、誤りがないか、
確認してください。
※誤記があった場合、該当項目の右上に「入力に戻る」ボタンがある
ので、クリックして、当該項目を修正ください。

★記載内容に誤りがなければ、最後に、画面右下の「申込
内容を登録する」ボタンを押して、完了です！！！
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【完了】 新規申込登録完了画面が表示されます
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【参考】 こんな時。。。 どうする？

入力途中だが、急なアポが入った！一度中断したい…
「申込内容を一時保存する」ボタンを押すと、次の画面になり
ます。

Webからのメッセージで「OK」をクリックすると、ログイン画面に戻ります。
再度、仮登録メールで通知されたログインIDとパスワードを入力し、ログイン
すれば、途中まで記入したデータは残っています。
※但し、仮ログインIDとパスワードは48時間を過ぎると再度、仮アカウント
の登録が必要になるので、ご注意ください。

WEB環境が安定した場所での作業をお勧めします。
「一時保存ボタン」を押さずに、Wi-Fiが切断されると、予期せぬエラーとして
メッセージが表示され、「ログインページに戻る」と途中まで記入したデータは
残っておらず、最初から入力になってしまいます。



【照会】 利用申込でお困りの場合は、NACCS掲示板の「問合せ先」をクリック
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NACCS掲示板トップ画面の右上「問合せ先」をクリックすると
⇒ 「NACCSセンター」 タグにて、ヘルプデスク（24時間、365日対応）
⇒ 「関係省庁」 タグから、経産省の問合せ先もご案内してます。
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